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はじめに

　台湾の環境政策，環境行政は，中央政府レベルで独立した組織である行政院環
境保護署が1987年に設置されてから30年以上が経過し，近年は回顧の対象とな
って通史に相当する出版物が発行されている。しかし，行政院環境保護署が設置
される以前の時期については，いくつかの重要な法制度の制定と改正，行政組織
の変遷，中央政府レベルでの方針，計画などについて言及されているのみで，具
体的にどのような施策が行われていたのかは，ほとんど記載されていない。
　行政院環境保護署設置の13年前の1974年に，中央政府レベルでの初めての環
境法とみなされる「水汚染防治法」が制定されていた。この法整備は，台湾の水
質保全政策だけではなく，環境政策の重要な転換点のひとつと考えられてきた。
さらに遡れば遅くとも1960年代半ばには，中央政府と台湾省政府，台北市政府
で大気汚染対策，水質保全政策，廃棄物管理政策の具体的な取り組みと法制度の
整備の検討がはじまっていた。本章では，この時期の水質保全政策の具体的な事
例をとりあげて，その実態を明らかにし，その問題点と限界を示すことによって，
環境政策の形成過程の空白を埋めて，その連続性，非連続性を検討するための基
礎的な研究をめざす。
　本稿でとりあげる「台北地区水源汚染改善計画」は，水汚染防治法制定の前年，
1973年7月に開始され，1984年6月まで11年間（1974年度から1985年度までの

11年度）にわたって，特定地域に限られるものであったが，初めて中央政府と地
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方政府が協力して取り組んだ水質保全政策の執行計画であった。記録をみるかぎ
り，台湾で初めての本格的な水質保全政策の執行計画であり，その法的，制度的
な位置づけを変遷させながら11年にわたって継続された数少ない事例である。
にもかかわらず，2012年の行政院環境保護署の25周年で各部署がそれぞれ発行
した「25年紀實」の水質保護部門版である行政院環境保護署編(2012)に言及が
ない。水資源管理の通史である台灣省文獻委員會採集組編(2001)をみても，こ
の計画についての言及はない。台湾の水質保全政策に関する先行研究にもほとん
ど言及されておらず，現状では政策史のなかにまったく位置づけられていない。
　この計画は，当時の水質の状況を把握するための調査研究だけではなく，汚染
改善の執行計画であった。この時期としては政策執行の実態が記録されている数
少ない事例とみられる。本章の目的は，まず政策形成過程の最初期の空白を埋め
ることにある。「初期」の取り組みを分析することで，現在の政策がなぜ，どの
ようにして現在のような形で形成されたのかを理解し，新たな視点からその問題
点を検討することができると考えられる。「後発の公共政策」である資源・環境
政策の形成過程は経路依存性が強いと考えられ，初期の方向性がその後の政策形
成過程を規定した可能性がある。
　第1節では，台湾の水質保全政策の形成過程を，「初期」を中心に法改正に焦
点を当てて説明する。第2節では，台北地区水源汚染改善計画の概要を説明する。
第3節では，台北地区水源汚染改善計画と深く関連した翡翠水庫（ダム）の建設
について，第4節では，経済開発政策の転換，1983年の水汚染防治法の第1次改正，
他の水質保全対策プログラムとこの計画との関係をそれぞれ示すことによって，
この時期の経済開発政策と水質保全政策の全体像のなかでのこの計画の位置づけ
について説明する。

水質保全政策の「初期」形成過程11

　台湾では，1960年代初めには，軽工業を中心とした輸出志向工業化の進展に
伴って河川，湖沼，港湾などの水質汚濁が進行し，1960年代半ばには，水質保
全政策の検討がはじまっていた。WHO（世界保健機関）の専門家が1958年と
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1965年に台湾に派遣され，1958年には下水道設置計画の策定のために淡水河と
基隆河の水質を調査し，1965年には水質保全のための行政機関の設置，水質保
全のための法律の制定，各工場への排水処理設備導入のための行政指導などを提
言した。これらを受けて，1967年に台湾省政府は政府内に台湾省水汚染防治委
員会を設置し，「水汚染防治法草案」「台湾地区放流水標準草案」（排水排出基準と考

えられる）を検討したが実現しなかった。台北市政府は1972年2月，条例に相当
する「台北市水源汚染防止辧法」を公布した。また中央政府では1970年8月に
経済部工業局が「工廠廢水管理辧法」を公布した。この辨法は省令に相当し，鉱
工業から河川への排水の暫定的な排出基準を定め，工場の設立登記時に排水処理
計画を示すことを定めたが，条文が第7条までのごく簡便なものであり，担当す
る工業局も同年2月に設立されたばかりで，排水の規制を行う根拠も，執行を裏
づける組織も，十分なものではなかった。1971年３月，中央政府の内政部衛生
司から独立し，行政院衛生署が設立された。同時に署内に環境衛生處が設置され，
水，大気，廃棄物による汚染への対策を，その他の環境衛生の分野と同時に担当
した。また，1972年10月，飲料水の水量と水質を管理する「飲用水管理條例」
が制定，公布され，中央政府では行政院衛生署が主管した。
　1974年7月，水資源管理の法制度の一部であると同時に，中央政府レベルで
初めての環境規制法でもある「水汚染防治法」が制定，公布された。水汚染防治
法の目的は，「水汚染を防止して清浄な水資源を確保することによって，生活環
境を維持し，国民の健康を増進する」ことと定められた。これを受けて1975年
4月，経済部は水汚染防治法施行細則を決定，公布した。中央政府で水汚染防治

1　水質保全政策の形成過程について，中央政府の行政院環境保護署によってまとめられた通史としては
行政院環境保護署編（2012）がある。國立中央大學土木工程學研究所（歐陽嶠暉）（1988, 1991）は，
行政院環境保護署に提出された委託研究であり，行政院環境保護署の設立直後の時点での通史を含む。
劉翠溶（2009）は行政院環境保護署の設立前年の1986年以降の河川の水質保全を中心とした研究で
あるが，それ以前の時期についても言及がある。寺尾（2015）は，1974年の水汚染防治法の制定に
ついての研究だが，上記の資料等を参考に水質保全政策の形成過程についても言及している。

2　経済部にはほかにも，水資源に関しては水利政策を担当する水利司が部局とした存在した。水資源統
一規劃委員会は，水資源に関する計画や調査等を行った。水資源管理の行政組織については郭振泰ほ
か（1994）を参照。経済部にはほかにも，工業区，工業用水，鉱工業排水を担当する部局である工
業局，重化学工業や電力等の大規模な汚染排出源であった国営企業を担当する国営事業委員会も所属
した。
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法を主管する機関は，水資源開発を担当する水資源統一規劃委員会を部局にもつ
経済部となった2。一部の衛生に関する事項のみ，行政院衛生署が共管した。
　1974年制定の水汚染防治法では，鉱工業からの排水の規制について規定し，
排出基準の設定と規制の執行は地方政府に委ねられていた。この法律によって，
全国一律の排出規制や環境規制が設定，執行されるわけではなく，規制を実施す
る単位として「水汚染管制区」が設定され，それぞれの区内で排出基準が定めら
れ，規制が行われた。水汚染管制区に設定されていない地域では規制は行われな
かった。
　水汚染防治法は，1983年，1991年，2000年，2002年，2007年，2015年，
2016年，2018年に改正された。第4節で説明する1983年の第1次改正では，中
央政府の主管機関が経済部から行政院衛生署に移管された。また，地方政府が行
っていた排出基準の設定を，中央政府が行うように変更され，中央政府の主管機
関の権限が全般的に強化された。1991年の第2次改正では大幅な変更が行われ，
主管機関が1987年に設置されていた行政院環境保護署になった。さらに，総量
規制が導入され，汚染排出者からの費用徴収を可能にし，地下水，下水道も管理
の対象に加えるなど，大幅な変更，拡張が行われた。違反に対する科料も大幅に
引き上げられた。2000年の第3次改正は，台湾省政府の実質的な廃止に対応し
た比較的小規模な変更にとどまった。2002年の第4次改正では，再び大幅な変
更が行われた。「行政程序法」の改正を受けて「公民訴訟」制度が導入された。
また，科料が大幅に引き上げられ，非点源汚染の規制が強化された。2007年の
第5次改正では，農民の負担軽減のため，畜産排水の基準超過に対する科料の上
限の引き下げなどが行われた。2015年の第6次改正では，モニタリングの強化，
企業の責任の明確化と罰則の強化などが行われた。その後，2016年に第7次改正，
2018年には第8次改正が行われたが，汚染排出者からの費用徴収の対象の変更
など，比較的小規模な改定であった。
　法改正以外の重要な変更としては，1986年に発生した「綠色牡蠣事件」を受
けて，翌1987年に制定された全国統一の排出基準である「放流水標準」による
規制強化があげられる。全国統一の基準の導入は，1983年の水汚染防治法の第
1次改正で可能となっていたが，実施されていなかった。1970年代前半から半
ばにかけて，水質保全政策などの環境政策が導入されたにもかかわらず，水質汚
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濁の進行を含む生活環境の悪化は止まらず，1980年代半ばには，各地で産業公
害への抗議や大規模開発に対する反対運動が激化し，政府は対策を迫られていた。
　1986年1月に発生した綠色牡蠣事件は，南部の二仁溪河口の牡蠣養殖場で牡
蠣が工場排水に汚染されて緑色に変色した事件で，汚染源とみなされた工場に対
する漁民たちの激しい抗議がメディアで大きくとりあげられ，社会問題化した3。
「自力救済」と呼ばれるこの時期の激しい公害紛争は，政府に対応を迫り，規制
政策の制度的な整備と執行の圧力となり，水質保全政策に限らず，環境政策がこ
の時期に全体的に進展した重要な要因であった4。排水排出基準である「放流水
標準」は，1991年に第1次，第2次改定，1997年に第3次，第4次改定，1999年
に第5次改定，2000年に第6次改定，2001年に第7次，第8次改定，2003年に第
9次改定，2007年に第10次改定，2009年に第11次改定，2010年に第12次改定
が行われるなど，その後も改定が繰り返され，規制対象が拡大して，基準が強化
されていった。
　台湾の資源・環境政策については，行政院環境保護署がとりまとめた各種の通
史でも，研究者による政策史でも，1987年の行政院環境保護署設立以前が詳し
くとりあげられることは，ほとんどなかった。このため，中央政府の行政院環境
保護署の設立以前を，資源･環境政策の全体としての「初期」ととらえて分析す
ることに意味があると考える。本稿では「初期」のなかでも，中央政府レベルの
最初の法制度であった水汚染防治法が制定された1974年前後から，1980年代半
ばまでを中心にとりあげる。以上でみたように，台北地区水源汚染改善計画が行
われた1973年から1984年は，水汚染防治法制定の前年から第1次改正の翌年に
あたり，水質保全政策の初期の執行計画であった。

台北地区水源汚染改善計画の概要2

　本節では，台北地区水源汚染改善計画の概要を明らかにするため，まず計画の

3　綠色牡蠣事件については，寺尾（1993, 168），劉翠溶（2009, 234-235）などを参照。
4　この時期の「自力救済」と呼ばれた激しい公害紛争については，寺尾（1993），Tang and Tang（1997），

陳（1999），Terao（2002b），何明修（2006）などの研究がある。
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対象地域，計画の目的と位置づけ，関与した政府機関，執行の実態を示し，最後
に計画が終了した経緯について説明する。

2-1　計画の対象地域
　台北地区水源汚染改善計画が対象とした「台北地区」は，台北市（行政院直轄市，

台湾省政府と同格の地方政府）と当時の台北県（当時は台湾省に属し，現在は行政院

直轄市の新北市），基隆市（県と同格の省轄市で台湾省に属する）を指し，その全体
が淡水河水系のなかに含まれている。淡水河は，高屏溪と濁水溪に次いで台湾で
3番目に広い流域面積（2726平方キロメートル）をもつ延長159キロメートルの河
川で，基隆河，新店溪，大漢溪の3つの主要な支流がある。流域の上流の一部と，
中流，下流部分が台北地区（台北市，基隆市と当時の台北県）に含まれる。淡水河
の河口部は新北市淡水区にあり，流域の上流は，宜蘭県，桃園県，新竹県，苗栗
県に及ぶ。一般的に淡水河と呼ばれる部分は，新店溪と大漢溪の合流地点より下
流のみで，さらに下流で基隆河と合流して新北市淡水区で海に注ぐ。図2-1に，
台北地区水源汚染改善計画が終了した1984年当時の淡水川流域の地図を示す。
行政区域の区画と名称は当時のものである。淡水川の水系は，全体に南から北へ
流れている。淡水河の主要な支流である新店溪の上流部分は，北勢溪と南勢溪に
分かれる。この後1987年，北勢溪には後述する翡翠水庫が完成し，現在は流域
の多くの部分がそのダム湖となっている。図2-1のほぼ全体を「淡水川水区」が
占める。「水区」とは，水污染防治法に基づき中央政府が指定した流域の範囲で
ある。淡水河の支流である基隆河，新店溪，大漢溪の流域に，それぞれ後述する
ように，台北地区水源汚染改善計画の期間中に水污染防治法に基づく排水規制の
実施を可能にする「水汚染管制区」が設定された。
　台北地区が台湾地区（中華民国の実効支配地域から，金門地区と馬祖地区を除いた

区域）に占める割合をみると，面積では，台北地区は2457平方キロメートル（台

北市272平方キロメートル，台北県2053平方キロメートル，基隆市133平方キロメー

トル）で，台湾地区の約6.8％を占める。計画が開始された時期の1974年末の人
口でみると，台湾（中華民国の実効支配地域）全体で1592万7167人，台湾地区で
1585万2224人に対して，台北地区は387万5632人（台北市200万3604人，台北

県153万1336人，基隆市34万692人）で，台北地区の人口は台湾地区の約24.4％
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を占めていた。経済活動の指標として家計の可処分所得の合計額をみると，
1974年に台北地区は881億7052万元（台北市545億199万元，台北県267億4952万

元，基隆市69億1902万元）で，台湾地区（2703億3886万元）の約32.6％を占めた。
つまり，台湾地区のなかで台北地区は，面積では約6.8％を占めるに過ぎないが，
人口で約4分の1，経済活動で約3分の1を占めており5，人口と経済活動が集中して，
水質への潜在的な環境負荷が大きい地域であった。中央政府の予算と人員が限ら
れるなかで，台北地域が水質保全政策の初期の取り組みの重点地域として選ばれ
たことは偶然ではない。

2-2　目的と位置づけ
　台北地区水源汚染改善計画6は，開始された1974年度から最終の1984年度7ま
で，経済部水資源統一規劃委員会によって各年度の『工作報告』（活動報告）が作
成された。以下では，『工作報告』に沿って経過を辿る。
　台北地区水源汚染改善計画は，1973年4月の行政院令（行政命令）に基づいて
立案され（行政院函六十二内三〇四九および三四〇七号），1973年7月11日にその
実施が確定した（院台六十二経五九一二号函）（『工作報告」1975年度，1，4）。この
計画が開始された最初の年度には，まだ「水汚染防治法」（1974年2月26日法案提出，

7月2日制定）による法的根拠がなかった。計画の主要な目的は，台北地区の上水
道の水源の水質保全であった。台北地区で人口が増加して経済活動が拡大するこ
とにより，水質への負荷が増大し汚染が進行しつつあった。一方で，飲用水など
への需要拡大に対処するため水資源を確保する必要があり，水質の改善が急務と
なった。また，上記の行政院令には，水汚染対策は河川の水質と水資源開発にか

5　行政院主計處編［1975, 58-61]「總表二 台灣地區家庭所得分配按區域分」による。
6　「はじめに」で述べたように，台北地区水源汚染改善計画については，環境行政を回顧する資料にも，

水資源開発の通史を記録した文献資料にも，まったく言及がない。1988年に行政院環境保護署に委
託研究の報告書として提出された國立中央大學土木工程學研究所（歐陽嶠暉）（1988）は，1987年の
行政院環境保護署の設立までの水質保全政策を回顧し分析，評価を行っているが，政策の沿革にも，
重要な事項の年表にも，台北地区水源汚染改善計画についての言及はない。先行研究は発見できなか
ったが，唯一この計画についての言及があった劉翡溶（2009, 250-251）でも，用いている資料は『工
作報告』の1977年度版のみで，1977年前半までの状況しか把握しておらず，終了年次も示されてい
ない。そのため，この計画の全貌は明らかにされていない。

7　当時の台湾の会計年度は前年の7月から当該年の6月までであった。例えば，1974年度は1973年7月
から1974年6月まで。
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かわるものであるため，水利を主管する経済部にこの計画を担当させたこと，ま
た台北地区の河川汚染を改善する対策を行い，模範として示すよう水資源統一規
劃委員会に要請したこと，などの説明があった（『工作報告」1974年度，9）。
　計画を開始した1974年度は，鉱工業の個々の排出源の検査については，その
法的根拠もまだ不十分であったためか，予備的な調査という性格が強かったが，
行政指導により排出源に対して排水状況の改善を求めた。1974年7月の水汚染
防治法の公布後は，まず対象区域の一部が「新店溪水汚染管制区」に設定され，「新
店溪工廠礦場廢汚流水標準」「水汚染防治法施行細則」が定められ，1975年1月
と5月に公告，施行された（『工作報告』1975年度, 3）。対象区域は，淡水河の3つ
の主要な支流のひとつである新店溪とその支流である景美溪とその流域であり，
新店溪のさらに上流部分の北勢溪，南勢溪とその流域は含まれなかった（図2-1）。
これによって，水汚染管制区内では排水規制は法的な根拠をもつようになった。
1974年の制定当時の水汚染防治法では，全国一律の排水規制を行うことは想定
されておらず，水汚染管制区に設定した河川流域や湖沼などでそれぞれの排出基
準などが定められた。
　1976年10月，12月には，それぞれ「基隆河水汚染管制区」および「淡水河水
区，河川分類及水質標準」が公告されて淡水河のもうひとつの主要な支流であり
都市化が進んでいた基隆河とその流域が水汚染管制区に指定され，水汚染防治法
に基づく規制対象区域が拡大した（図2-1）。そして活動の重点は，新店溪に加え
て基隆河の水汚染管制区の鉱工業排水の改善と淡水河流域全体の水汚染防止のた
めの基本資料の調査研究に拡大した。
　台北地区水源汚染改善計画は，1979年には行政院の指示により新たに開始さ
れた「淡水河流域水汚染防治規劃」のなかに組み込まれた。さらに1980年度か
らは淡水河の上流部分も含めて，1979年に行政院が決定した「台湾地区環境保
護方案」に組み込まれて継続された（『工作報告」1984年度，13）。1983年には，
淡水河の支流の大漢溪流域が水汚染管制区に加わり，流域を管轄する台湾省政府
が「大漢溪水汚染管制区水汚染管制区廠礦排水之監導改善工作」を公告し，台湾
省政府環境保護局がこれを執行した（図2-1）。
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2-3　工作小組の構成
　計画が実施された11年間に，工作小組の会合が40回にわたって行われた。工
作小組の構成は以下のとおりである。経済部水資源統一規劃委員会（水資会，代

表者は主任委員，以下同様）が工作小組を招集し，行政院衛生署（環境衛生處處長），
内政部（技監），経済部水利司（副司長），経済部鉱業司（技正兼科長），経済部工
業局（第七組技士），台北市建設局（技正），台北市環境清潔處（科長），台湾省水
汚染防治委員会（水汚会，工作小組請負人），台湾省環境衛生試験所（主任技師），
台北県建設局（工商課技正）の各機関から代表者各1名と，専門家として笵純一（国

立台湾大学土木系教授）と 楊萬發（国立台湾大学土木系教授）の2名が加わり，合
計13名で工作小組は開始した。
　機関のトップである主任委員が参加していた経済部水資源統一規劃委員会（水

資会）が，とりまとめ役として工作小組を召集し，この計画を推進した。翌年度
（1975年度）は，以下の3機関，台北市環境清潔處，台湾省水汚染防治委員会（水

汚会），台湾省環境衛生試験所が工作小組から外れて，代わりに以下の7機関，台
北市環境保護局（代表者は技正兼科長，以下同様），台湾省環境保護局北部防治中
心（主任），台湾省住宅及都市発展局（科長），台湾省鉱務局（課長），基隆市建設
局（局長），台北自来水事業處（科長），自来水司第一区管理處（検験室主任）が加
わった。また，専門家2名のうちの笵純一（国立台湾大学土木系教授）が歐陽嶠暉（中

央大学土木研究所所長）に代わった。こうして翌年度から委員は，合計17名とな
った。これは，地方政府などの再編成に伴う変更であった考えられる（『工作報告』

1984年度, 附録壱7）。
　台北地区水源汚染改善計画の特徴は，中央政府が直接主導した汚染排出規制の
執行プログラムであったことにある。ほかの多くの政策プログラムでは，環境汚
染の状況の調査を行い，執行の計画を作成することをおもな目的としている。こ
の時期の政策プログラムには，環境汚染の測定や取り締まりの経験に乏しい地方
政府の機関を訓練する，人材育成という性格もあった。台北地区水源汚染改善計
画については，調査の実施，計画の策定，地方政府の訓練だけではなく，台北地
区の上水道の水源を汚染から守るという緊急の課題を実現するため，中央政府が
例外的に直接取り組んだ重点計画であった。
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2-4　執行の実態
　台北地区水源汚染改善計画の対象地区での具体的な活動としては，鉱工業の事
業所に対する立ち入り検査のほか，事業所の排水処理に関する技術的な指導，特
定の観測地点での定期的な水質検査，恒常的な水質モニタリング施設の設置，上
水道取水口の水質検査，水汚染管制区の排水基準の設定のための調査，対象地区
の水質や排水処理に関する調査研究，水質の指標となる魚類などの水生生物の生
態調査や汚染調査，長期的な水質改善計画の作成とそのための調査研究などであ
った。以下で，主要な取り組みのひとつであった鉱工業からの排水の水質検査に
ついて，概要を紹介する。
　鉱工業からの排水については，水汚染防治法により水汚染管制区に設定された
流域で，台北地区水源汚染改善計画によりその地域を担当する行政機関が，多数
の工場などの汚染排出源を，ほぼ半年ごとに訪問して検査を行い，個々の排出源
が基準値に合格したか否かが記録された。対象は大規模事業所のみで，頻度も限
られるが，同じ排出源を継続的に訪問し，排水の水質検査を行っていたことが確
認できる8。
　当初から対象としていた新店溪水汚染管制区では，11年間に合計22回（半年

ごと）にわたって水質検査を行った。途中から対象に加わった基隆河水汚染管制
区については，1977年度から1984年度までの8年間に合計16回（半年ごと）に
行われた。1983年から対象に加わり台湾省政府環境保護局が担当した大漢溪水
汚染管制区については，排水検査の回数，頻度に関して『工作報告』には記載が
ない。以下，新店溪と基隆河の水汚染管制区での検査についてのみ紹介する。
　対象となった鉱工業の事業所の数については，新店溪水汚染管制区では，
1974年度から1976年度までの第1段階前期に63事業所，1977年度から1979年
度の第1段階後期に73事業所，1980年度から1984年度までの第2段階に65事業
所と大きな増減はなかったが，この計画の期間中に転出，廃業した事業所と新規
に対象に加わった事業所があった。業種別では，紡績が最も多く，電気鍍金，化
学工業との3業種で全体の3分の2以上を占めた。食品工業，製紙はそれぞれ数件

8　最終年度となった1984年度版の『工作報告』の「附録」に，11年間の調査をまとめた記録が掲載さ
れている。
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であったが，水質への負荷は大きく，重要な検査対象であった。ほかは石炭など
の鉱業であった。一方，新店溪から3年遅れて1977年度から開始された基隆河
水汚染管制区では，1977年度から1979年度の第1段階では111事業所，1980年
度から1984年度の第2段階では88事業所を対象とした。業種別では，化学工業
が最も多く，食品工業，電気鍍金が次いで多く，紡績は少なかった。
　水質調査の項目は，BOD（生物学的酸素要求量），COD（化学的酸素要求量），PH
（水素イオン濃度指数），SS（浮遊物質），各種金属，硫酸，硝酸，フェノール類，
大腸菌密度，色度，臭味，水温など，一般的な項目を網羅していた。また，排水
量も調査し，各事業所に排水量の削減を指導していた。
　新店溪では，1973年8月に台北地区水源汚染改善計画が開始される前，同年3
月から4月にかけて，行政院衛生署による汚染源の鉱工業を対象とした調査が行
われていた。鉱工業の101事業所で排水を検査したところ，そのうち52事業所
が不合格となった。台北地区水源汚染改善計画では，このときに用いた排水基準
を改定して検査をはじめたが，1年後には各方面からの要請を受けて見直しを行
った。1974年12月に改訂された排水基準をみると，BOD，CODなど，いくつ
かの項目で基準値が緩められていた。とくにBODが50から100へ，CODが50
から150に大幅に緩められていた（単位はmg/L）。これらは，日本の1971年の鉱
工業の排水基準を参考にしたと説明されている。また，1983年5月の水汚染防
治法第1次改正を受けて，同年8月に行われた行政院衛生署による公告では，台
北市政府，台湾省政府の暫定値を用いるとされた。台北市政府の暫定値をみると，
BODで200，CODで工場が260，鉱業が800であり，さらに緩い値となってい
る（単位はmg/L）。当初の排水基準が厳しすぎて現実的ではないと考えて，現場
の実情にあわせたのであろうか。多くの事業所に高度の排水処理を行う設備を導
入しなければ，あるいは，生産工程を大幅に変更しなければ達成できない排水基
準を導入させることに大きな困難があったことがうかがえる。基隆河水汚染管制
区については，排水基準の変更の記載はなく，新店溪水汚染管制区で1974年12
月に改訂された基準値を当初から用いていたと考えられる。
　各事業所の半年ごとの水質検査での合格，不合格についての記録をみてみる。
期間中に排水基準の変更の記載がない基隆河水汚染管制区についてみると，
1976年9月の第1段階第1回の結果は，サンプルを採取できた104件のうち，合
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格は18件，不合格が86件で，合格率17％であった。1979年2月の第1段階の最終，
第6回では，サンプルを採取できた60件のうち，合格は34件，不合格が26件で
合格率57％となり，不合格の割合が大幅に低下した。第2段階については，
1979年9月の第7回（第1段階からの通算回数）では，サンプル取得数62件のうち，
合格が40件，不合格が22件で合格率64％であった。第2段階の最終，第16回では，
サンプル取得数30件のうち，合格が16件，不合格が14件で合格率53％であった。
第2段階には，転出，廃業などで検査数が大幅に減っている一方，不合格件数の
低下は頭打ちになっていた。
　新店溪水汚染管制区についてみると，1973年11月の第1段階前期の第1回では，
サンプル採取数46件のうち，合格が7件，不合格が39件で合格率が約15％であ
った。排水基準が見直された後の1975年2月に実施された第1段階前期第4回を
みると，サンプル取得数47件のうち，合格が3件，不合格が44件で合格率が6％
となった。しかし，つづいて1975年10月に行われた第1段階前期第5回では，サ
ンプル取得数29件のうち，合格が10件，不合格が19件で合格率34％と大きく改
善した。第1段階後期最後の1979年5月の第12回では，サンプル取得数54件の
うち，合格が17件，不合格が37件で合格率31％であった。第2段階最終の1984
年5月に行われた第22回では，サンプル取得数32件のうち，合格が16件，不合
格が16件で合格率は50％に向上した。
　排水処理設備の導入についてみてみる。新店溪水汚染管制区では，1973年11
月の第1段階前期第1回調査では，排水処理設備を設置していた事業所は20件，
未設置だった事業所は43件，設置率は32％であった。第1段階前期の最終の
1976年5月に行われた第6回には，設置率はすでに83％に達していた。以後，大
きな変化はなく，第2段階最終の1984年5月に行われた第22回には設置率は83
％であった。
　基隆河水汚染管制区については，1976年9月から10月の第1段階第1回調査で
は112件中，排水処理設備を設置していた事業所は52件，未設置だった事業所
は60件で，設置率は46％であった。1979年2月から3月に行われた第1段階最後
の第6回では，設置率は66％に上昇した。対象事業所数が112件から88件に減少
した第2段階では，最初の1979年9月から10月の第7回では設置率が75％に達し，
第2段階最後の1984年3月の第16回では，設置率は80％に達した。
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　以上をみると，検査の実施によって，いくつかの汚染排出源は排水処理設備を
導入し，改善したことがわかる。しかし，11年間にわたって検査，監督，指導
を続けたにもかかわらず，改善しなかった事業所もあった。不合格だった一部の
事業所からは，科料を徴収していた。さらに，操業停止を命じられた事業所もあ
った。経済的な要因，景気動向に影響によって改善が進まなかった排出源もある。
いくつかの排出源は活動を停止して，この流域から撤退した。また，水質の改善
により，上水道の浄水設備の運転費用が低下したという（『工作報告』1975年度）。
　『工作報告』には，執行の現場でさまざまな困難に直面していたことが記録さ
れている。とくに，人員の不足は深刻だった。半年ごとの検査のほかにも，台北
県政府，台湾省政府の環境保護局の人員が不定期で検査を行ったが，人員の不足
により限界があった。予算も十分ではなかった。「暗管」と呼ばれる，地中に隠
された違法な排水管をもった事業所もあった。検査が入る時には，違法な排水管
からの排水を停止していた。排水処理設備を設置したとしても，大部分の事業所
は排水処理によって発生する汚泥の脱水設備をもたず，最終的には汚泥を河川に
投棄していた。これを規制する法制度は，整備されていなかった。また，家庭排
水の増加も深刻になりつつあり，鉱工業の事業所を中心とした対策には限界があ
った。

2-5　計画の終了
　台北地区水源汚染改善計画は，1984年度（同年6月まで）で終了した。『工作報
告』には計画の終了の理由について，必ずしも明確には述べられていない。しか
し，最終年度の『工作報告』には，水汚染防治法の第1次改正によって，中央政
府の主管官庁が水資源統一規劃委員会の所属する経済部から行政院衛生署に移管
され，それに伴ってこの計画による水汚染管制区の汚染防止業務も，1985年度
（1984年7月に開始）以降は経済部水資源統一規劃委員会から行政院衛生署環境
保護局に移ること，その移行期の引き継ぎが重要であると述べられている（『工

作報告』1984年度，2）。中央政府の所管官庁の変更が，この計画の終了，組み替
えの直接の原因であったことは明らかであろう。
　この計画の終了は，水汚染防治法の第1次改正によって水質保全政策の位置づ
けが水資源管理から環境衛生行政へと転換したことにより，従来の行政の枠組み
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が組み替えられ，台湾全体に及ぶ水質保全政策，環境政策の一部に移管されてい
ったことを示唆している。先に述べたように，1979年4月に行政院が決定した「台
湾地区環境保護方案」のなかの「改善水汚染防治」の第1項目「加強督導管制及
輔導工作」に，すでにこの計画が含まれ，環境政策の一部である水質保全政策の
全国レベルでの取り組みに，この時点で組み込まれていた。この計画を経済部が
担当し，水資源管理政策として実施する必然性は，この時点でなくなり，法的根
拠も終了の前年度までには失われていた。

翡翠水庫の建設と新キャンパス建設計画3

　台北地区水源汚染改善計画が行われた期間は，翡翠水庫（ダム）が計画され，
建設されていた時期と重なっている。翡翠水庫は台北地区の上水道の水源のひと
つとして，新店溪の支流（上流部分の一部）の北勢溪が流れる翡翠谷に，台北区
水道水第四期計画の水源として計画された。1971年に計画の検討がはじまり，
1972年に初期計画が完成し，1974年にフィージビリティ調査が完了，1978年
に計画案が確定して，1979年1月に計画が行政院で決定された。その後，1981
年に建設が開始され，1987年に完成した（台灣省文獻委員會採集組編（2001）, 
第六篇上冊 425-447）。翡翠水庫の主目的は上水道への給水であるが，発電機能
ももつ。集水面積は117平方キロメートル，総貯水容量は4億600万立方メートル，
有効容量は3億4100万立方メートルである。
　台北地区の上水道の主要な水源として，建設計画が進んでいた翡翠水庫の水質
を保全するためにも，新店溪流域での水質保全の取り組みが必要であった。翡翠
水庫の建設は，台北地区水源汚染改善計画が，翡翠水庫の建設と同時期に並行し
て行われた要因のひとつであったと考えられる。台北地区水源汚染改善計画が開
始された1973年は，翡翠水庫の建設計画が立案された時期であり，建設計画が
具体化されていった時期に遂行され，建設中の1984年に終了した。また，すで
に述べたように，台北地区水源汚染改善計画の目的として台北地区の上水道の水
質保全があげられており，その計画と翡翠水庫の建設が深く関連していたことは
明らかである。
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　翡翠水庫の完成後は，台北市政府の機関として台北翡翠水庫管理局が設立され，
ダムの管理と運営を行っている。ダム湖の水質保全，水源の土地利用の規制など
についても，台北翡翠水庫管理局が，「台湾省水庫蓄水範圍使用管理辧法」に基
づいて行っている。また，ダムの集水区の管理に関しては，水源区を主管する台
北水源特定区管理委員会が，台北翡翠水庫管理局と協力して，土地利用規制，水
源保護，水質汚濁防止などを行っている。台北水源特定区管理委員会は，台湾省
政府に所属する行政機関であり，台湾省政府建設庁長が主任委員，台北市政府副
秘書長が副主任委員を務め，委員は内政部，経済部，行政院衛生署から各1人，
台湾省政府から6人，台北市政府から4人，台北県政府から2人，その他機関から
2人の合計17人で構成され，1984年4月1日に発足した（台北水源特定区管理委員

会は1999年に台湾省政府から中央政府の経済部に移管され，さらに台北水源特定区管

理局に改組された）。発足当初の主要な業務は，水源区での違法な耕作，違法建築
の防止と水汚染事件の取り締まりであった（『工作報告』1984年度, 105）。1984
年6月末で終了した台北地区水汚染源改善計画の上流部分での業務の一部，とく
に上水道の水源保全の取り組みを同委員会が実質的に引き継いだと考えることが
できる。
　台北地区水源汚染改善計画が終了した1984年に前後して，翡翠水庫の上水道
の水源としての役割を大きく損ないかねない重大な建設計画の存在が明らかにさ
れた。台北市内にある私立学校の実践家政経済専科学校（略称は実践家専。後に，

実践設計管理学院をへて1997年から実践大学に改組）と中国文化大学が，翡翠水庫
に隣接する傾斜地を開発して新キャンパスに分校を建設する計画であった。翡翠
水庫の建設開始の翌年の1982年に，両校は中央政府の教育部から許可を得て，
建設計画が開始された。キャンパス予定地は，翡翠水庫の堰堤の下流側であるが，
台北市の上水道の取水のための堰堤の上流にあり，水道の水源の汚染が懸念され
た。
　行政院衛生署環境保護局長だった荘進源は，この計画を知り，当時の行政院政
務委員（無任所の国務大臣に相当）で経済建設委員会委員だった費驊に報告し，建
設の差し止めを上申した。学校側は反発し，下水処理などの対策を講じることを
上申したが，荘は分校建設により周辺の開発が進み，水源が汚染されて台北市民
の健康に影響が出ることを懸念し，計画の中止を再度上申した。この学校の背後
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には政府中枢の有力者がおり，荘はさまざまな形で圧力を受けたと証言している9。
台北市議会議員としてこの計画に反対した趙少康も，当時を回想し，両校と関係
が深い政治家から圧力を受けたと証言し，実践家専の創設者で台湾省政府主席，
副総統を歴任した謝東閔と，中国文化大学の創設者で元教育部長だった張其昀の
名前をあげている。しかし，張其昀が教育部長だったのは1954年から1958年で
ある。行政院衛生署や台北市議会議員に及ぶ政治力をもっていたのは，1984年
5月まで現職の副総統だった謝東閔であったと推測される。副総統退任後も謝東
閔は，国民党の幹部である中央常務委員会の委員を続けていた。趙少康は台北市
議会で，楊金欉台北市長に対して両校の建設に反対することを迫り，市長は国民
党中央常任委員会で蒋経国主席（総統）に，行政院で孫運璿院長に，この建設計
画の問題点を説明するべきであると主張した。そして建設が中止されなければ，
市議会で上水道関連の予算を通過させないと主張した10。
　翡翠水庫周辺の上水道水源への新キャンパス建設計画は，1983年11月に新聞
報道され，その問題点が明らかにされて，多くの市民，消費者団体などが反対を
表明した（『聯合報』1984年11月8日）。新キャンパス建設計画は，翡翠水庫建設
にあわせて定められた水源特定区を保全するための規則，行政命令や，水汚染防
治法，森林法，都市計劃法台湾省施行細則などの法令に違反する恐れがあること

9　荘進源（2012, 86-87），荘（2013,158-159）を参照。荘進源（2012），荘（2013）は初期の環境
政策を担当した行政官による重要な回想録である。原著にあたる中国語版の荘進源（2012）には学
校名は書かれていないが，荘自身の訳による日本語版である荘（2013）には「実践家政専門学校」
のみ学校名が明かされている。中国語版で学校名を明かさなかったのは，荘に圧力をかけた政治家が
誰なのか学校名から容易に推測できるからであろう。荘進源は行政院衛生署環境衛生處長，環境保護
局長として，台北地区水源汚染改善計画の工作小組に参加していたが，回想録にこの計画についての
具体的な言及はみられない。この翡翠水庫の水源地区の保全についての記述は，台北地区水源汚染改
善計画と密接に関連するものである。

10　趙少康「水源保護第一 否決水源區設校計畫」（呂理德等編2011, 125-126に収録）。趙少康は，当時台
北市議会議員で，後に立法委員，1991年6月から1992年11月まで第2代の行政院環境保護署長など
を歴任する。当時は国民党の若手の論客として頭角を現していた。立法委員としては環境保護政策
の推進，環境基本法の議員立法による制定を試みた。呂理德等編（2011）は，行政院環境保護署が
2011年の時点でまとめた重要な環境紛争，事件の記録であり，30の事例がとりあげられている。
おもに当時の関係者，担当官へのインタビューを中心に記録している。そのうちの「第4章 汚染事件」
のなかの「11．淡水河汚染整治事件」（122～ 133ページ）に収録されている上記の文章は，趙少康
へのインタビューに基づくものである。この「11．淡水河汚染整治事件」には，1980年代後半以降
の淡水河流域での水污染対策の経験についての証言も記録されており，1984年に終了した台北地区
水源汚染改善計画以後の動きを知ることもできる。
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が指摘された。当時は，1987年に戒厳令が解除される以前であり，民間の社会
団体の設立は制限されており，国民党以外の野党も正式には存在できなかった。
社会運動，環境保護運動も正式な団体を作ることが困難であったにもかかわらず，
すでに述べたように，各地で環境汚染，産業公害への抗議運動や大規模な開発計
画に対する反対運動が頻発しつつあった11。1985年3月31日には，国立台湾大学
環境工程研究所が主催する形で「公衆廳證会」（公聴会）が開催され，関係する政
府機関，専門家，社会公益団体，水源の土地所有者，教育関係者などがこの問題
について討論した（『聯合報』1985年4月1日）。同様の公聴会に相当する座談会を，
民間の消費者運動団体である財団法人消費者文教基金会も開催し，行政当局や当
事者，関係者を呼んで議論し，開発計画に反対する意見を伝えている（『聯合報』

1985年4月26日）。公聴会の開催が法的な根拠をもつのは，1994年に「環境影響
評估法」（環境影響評価法）が制定されて以降のことである12。開発の過程で影響
を受ける当事者だけではなく，広く市民の意見を聞く場としての公聴会の開催は，
市民の環境保護運動が制限され，環境影響評価も制度化されていなかった当時と
しては画期的なものであった。当時は，環境保護局が設置されたばかりの行政院
衛生署が1983年7月に環境影響評估法案をとりまとめたが，経済建設委員会な
どの反対により法制化に失敗し，制度の法制化が頓挫していた時期であった。
　以上のような市議会での追求と市民の圧力，地方政府や行政院内の衛生署環境
保護局などの反対，法令や行政命令に違反するといった指摘を受けて，建設許可
が取り消され，新キャンパス建設計画は中止に追い込まれた（『聯合報』1985年5

月16日）。政治的な圧力に抗した議会，地方政府，中央政府の環境保護部門と市
民の運動によって，台北地区の水源の水質を脅かす開発計画は中止された13。排
水処理や傾斜地の土壌流出を防ぐ措置が徹底されていれば，新キャンパスの建設
自体の水質への影響は軽減できたかもしれない。しかし，新キャンパス建設計画

11　激しい公害紛争についてはすでにあげた研究があるほか，民間団体に対する規制については寺尾
（2001），Terao（2002a）がある。当時は環境運動団体の設立は，民間団体としての登録と許可が
求められ，実際には困難であった。そのため「基金会」（財団法人）として設立され，実質的に運動団
体としても機能する団体もあった。

12　さらに，行政手続きとして「公聴会」よりもさらに公式であり，そこでの行政側の説明が守られなけ
れば行政訴訟の対象となる「廳證会」が制度化されるのは，2001年の「行政程序法」（行政手続法），
2002年の「環境基本法」の制定以後のことである。寺尾（2013, 107,117）を参照。
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は翡翠水庫周辺の開発を加速させかねず，排水排出規制の有効な執行が難しかっ
た当時は，開発そのものを規制する以外に，水質の保全は難しかったと考えられ
る14。実践家專と中国文化大学の新キャンパス建設計画が社会問題になった時期
は，台北地区水源汚染改善計画が終了する直前であった。新キャンパス建設計画
の中止が決定された時期には，台北地区水源汚染改善計画はすでに終了していた。
しかし，台北地区水源汚染改善計画が，台北地区の水質保全政策の実施のために，
中央政府と地方政府の担当部門の連携を強めたことは，水質保全に対する市民の
関心の高まりとあわせて，台北地区の上水道の水源を脅かす新キャンパス建設計
画を中止に追い込む重要な役割を果たしたと考えられる。
　台北地区の上水道の水源である翡翠水庫の水源地区での開発については，
1985年に実践家専と中国文化大学の新キャンパス建設計画が中止に追い込まれ
た後も，資源・環境政策にかかわる政治問題が浮上した。台北市と東海岸の宜蘭
県を結ぶ北宜高速道路が建設される際の環境影響評価で，翡翠水庫の水源地区に

13　1983年11月8日と1985年5月16日の聯合報の記事は，それぞれ「翡翠水源蒙難記」の「掲發篇」「緩解
篇」として楊憲宏（1987, 45-54）に収録されている。楊憲宏は聯合報の記者としてこの問題を取材
していくつかの重要な記事を執筆した。上記の二つの記事は，翁台生と楊憲宏の連名による署名記
事である。なお，新キャンパス建設計画の中止は，1985年5月15日の国民党中央常務委員会において，
蒋経国総統が国民党主席として翡翠水庫の水源での学校，娯楽施設等の建設を禁止するよう指示し
たことによって決定された。実践家專の創設者であった謝東閔はすでに副総統を退任していたが，
国民党中央常務委員は続けており，この5月15日の中央常務委員会にも出席していたはずである。

14　若林（1997a, 165-168）には，蒋経国が1984年5月からの総統としての2期目の任期開始にあたって，
1期目の副総統謝東閔を退任させて，李登輝を新たに副総統に選んだ背景が述べられている。若林

（1997a）は，複数の候補者たちのなかで，謝東閔が最終的に後継者から外された背景として「謝東
閔は特権を使って，自分がやっていた学校の用地を獲得しようとしたのが密告されて，副総統をお
ろされ，代わりに李登輝が台湾省主席から，内政部長も行政院副院長もやらず，二階級飛んで副総
統になった」という消息筋の証言を紹介して説明している。1995年5月から1996年3月にかけての
台北滞在記である若林（1997b, 336-337）にも同様の記述があり，出所は1996年3月12日の「Hさ
んへのインタビュー」とされている（若林（1997a）では「H氏へのインタビュー」とされているが，
内容から同一人物であろう）。「学校の用地取得」は，その内容に微妙な違いはあるが，その時期か
らみて，ここでとりあげた実践家專と中国文化大学の新キャンパス建設計画を指すと考えられる。
この問題が新聞報道で広く知られたのは1983年11月であり，謝東閔が副総統に再任されず退任す
ることが発表されたのは1984年2月，任期切れによる副総統退任は1984年5月である。翡翠水庫と
台北地区の上水道の水源汚染問題が，実際に謝東閔の退任に影響を与えたかどうかは不明である。
逆に，上記のような謝東閔は，新キャンパス建設計画を自らの副総統としての政治力を使って強行
しようとしていたという複数の証言から，1984年5月の副総統からの退任によりその政治力が低下
した結果，1985年5月の計画の中止に影響を与えたとも考えられる。
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ある坪林インターチェンジは，特定車両と緊急時のみ利用することに決まってい
た。高速道路の開通による観光開発に期待した台北県坪林郷（現在の新北市坪林区）

で，2003年9月13日にインターチェンジの一般車両への開放を問う住民投票が
行われ，98％の賛成票を集めた。坪林郷政府は，この結果を背景に中央政府に
インターチェンジの開放を要求した。行政院環境保護署が専門家を集めて組織す
る環境影響評価委員会は，坪林インターチェンジの開放は翡翠水庫の水源での観
光開発を促進し，水質に重大な負荷をもたらす可能性があるとして反対し続けた
が，地方政府からの圧力を受けて4回にわたって環境影響評価が繰り返され，最
終的に2006年5月12日に条件付きで一般開放が認められた15。この過程で，専門
家の意見よりも，住民投票を重視して環境影響評価制度を歪める決定を中央政府
が行ったことに抗議して，2003年10月5日に郝龍斌環境保護署長が辞任した。
1985年のキャンパス建設計画中止の際とは逆に，2003年からの坪林インターチ
ェンジ開放をめぐる動きは，地方政府と地域住民の圧力が，中央政府の環境行政
機関と専門家の意見を退けて，水源での経済開発を促したものであった。

台北地区水源汚染改善計画の背景4

　台北地区水源汚染改善計画の背景として，その開始と終了に深く関係したいく
つかの要因をとりあげる。第3節で説明した台北地区の上水道の水源とする翡翠
水庫の建設計画も，台北地区水源汚染改善計画の背景のひとつと考えることもで
きる。また，水資源の確保という計画のおもな目的には，1970年代初めの経済
計画の転換がその背景にあった。そして，計画の終了の直接の要因は，1983年
の水汚染防治法の第1次改正であった。さらに，台北地区水源汚染改善計画と，
並行して行われていた水質保護政策に関係するほかのプログラムとの関係を示す
ことによって，この時期の政策執行計画の全体像を概観する。

15　地域住民の登録車両を除き1日最大4000台の車両に限定するという条件でインターチェンジの開放
が許可された。北宜高速道路の坪林インターチェンジの環境影響評価の問題については，植田・陳

（2006, 215-216），姚祥瑞（2018, 150-155）を参照。
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第2章　台湾における水質保全政策の「初期」執行計画について―台北地区水源汚染改善計画（1973-1984）を中心に―

4-1　経済開発政策の転換
　台湾の水質保全政策が，1970年代前半から半ばにかけて開始された背景には，
当時の経済開発政策の転換があった16。中央政府は，水質保全政策を資源管理政
策の一部として開始した。水資源の確保するために循環利用する必要があり，そ
れを困難にする水質汚濁を防止することを政策目的とした。生活環境の保全は付
随的な目的であった。
　資源管理としての水質保全政策の開始の背景には，経済開発政策の転換があっ
た。1972年に行政院長（首相に相当）に就任した蒋経国は，1973年に十大建設
計画を発表して，インフラ建設と重化学工業化を推進した。当時，台湾の国民党
政権は，中華民国としての国際社会での中国政府としての地位を失い，正統性の
危機に直面していた。1971年に中華人民共和国の国連加盟に反発して中華民国
は国連を脱退した。1972年にアメリカのニクソン大統領の訪中により米中が接
近し，また日中の国交回復によって台湾は日本と断交した。1979年には台湾は
アメリカと断交した。こうした国際社会での孤立，正統性の危機に対する国民党
政権による対応のひとつが，台湾への大規模投資によるインフラ整備と重化学工
業化政策，そして部分的な民主化，政治的自由化であった。中国大陸への「反攻」
は，ずっと以前に困難になっていたが，この時期に台湾に根を下ろして台湾の開
発に力を入れる姿勢を示すことで，政治的，経済的基盤を台湾に築き，政権の正
統性を確保することをめざした。
　水汚染防治法制定当時の経済部長の孫運璿は，蒋経国の腹心として十大建設を
推進していた。孫は国営台湾電力の総技術長を務めた技術者であり，世界銀行の
アフリカでのダム開発プロジェクトに参加した経験があり，水資源開発に精通し
ていた。1978年の蒋経国の総統就任を受けて孫は行政院長となり，1984年まで
務めた。水資源開発政策の一部として経済部が担当することによって，水質汚濁
問題が水資源確保を困難にして十大建設に影響を与えることを避けることが，水
質保全政策を導入した主要な目的のひとつであったと考えられる。
　しかし，早くも1970年代半ばから後半には，環境保護も重要な政策課題と位
置づけられるようになった。1980年代初めの行政院衛生署環境保護局の設置

16　寺尾（2015, 136-137）を参照。台湾の経済開発政策については，佐藤（2007）等の研究がある。
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（1982年1月），水汚染防治法の第1次改正により中央政府の主管機関が経済部か
ら行政院衛生署に移管されたことで（1983年5月），水質保全政策の位置づけが，
資源管理から環境保護への変更が制度的に裏づけられた。ただし，それ以前から
水質保全政策の位置づけの変化は，さまざまな形で起こっており，制度変化は，
先行した実態の変化を事後的に承認した形となっている。

4-2　水汚染防治法の第1次改正（1983年5月公布）
　台北地区水源汚染改善計画が終了したおもな理由であった水汚染防治法の第1
次改正の内容と経緯について，以下で説明する17。
　水汚染防治法の第1次改正案は，1982年10月12日に立法院の院会（本会議）

に提出され「一讀」が行われて，内政・経済合同委員会に送られ，同年11月11日，
11月17日，12月1日に審議が行われ，院会に戻されて12月31日，1983年4月29
日，5月3日，5月13日に「二讀」（逐条審議）が行われ，5月17日に「三讀」が行
われて成立した18。
　水汚染防治法の第1次改正の主要な内容は，以下のとおりであった。まず，中
央政府の主管機関を水資源統一規劃委員会が所属する経済部から，1982年1月
に環境衛生處を昇格させて環境保護局を設置していた行政院衛生署へと移管し，
さらに主管機関の権限を全体に強化したたことがあげられる。ほかには，制定時
に明確でなかった「生活環境」の定義を明確にしたこと，規制の対象となる鉱工
業排水の範囲を中央政府が指定できるようにしたこと，また排水基準の設定も地
方政府ではなく中央政府が行うように変更したこと，河川に加えて海洋も規制の
対象に加えたこと，違反に対する科料が引き上げられたこと，などがあげられる。
「第2条4」で新たに定義された「生活環境」は「人間の生活と密接に関係する
財産，動・植物及びその生育環境」とされた。
　台北地区水源汚染改善計画の終了と関係が深い，中央政府の主管機関の変更に
ついて，立法院での審議の過程におけるおもな議論は以下のようなものであった。
主管機関の経済部から行政院衛生署への変更には，多くの立法委員が賛成したが，

17　1974年の水汚染防治法の制定については，寺尾（2015）を参照。
18　立法院における法案の審議の慣行については，周萬來（2008）を参照。
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第2章　台湾における水質保全政策の「初期」執行計画について―台北地区水源汚染改善計画（1973-1984）を中心に―

移管によって水質汚濁の主要な排出源である鉱工業を監督する経済部の責任が，
かえって不明確になることを懸念する意見が多数出された。また，水質汚濁の重
大な排出源となっている多くの国営企業を管轄する国営事業委員会も，経済部の
部局であることも指摘された。主管機関の変更を規定する第3条の改正案につい
て，委員会で，中央政府の主管機関を行政院衛生署とする行政院案に加えて，鉱
工業に関連する事項については，その事業を管轄する中央政府の機関もこれにあ
たると加筆する修正案が提出され，可決されて院会に送られた。この修正案が院
会でも成立した。
　水汚染防治法の第1次改正案の審議の過程で，この時点ではまだ主管機関を代
表していたにもかかわらず，水資源統一規劃委員会からは，委員会と院会への出
席者がひとりもいなかった。経済部からは，次長や工業局からの出席者が説明し
た。水汚染統一規劃委員会は，すでに当事者としてあつかわれていなかった。
　水汚染防治法第1次改正案の審議が開始される約1年前，1981年9月22日から
1982年4月28日にかけての空気汚染防制法の第1次改正案の審議過程で，すでに
水汚染防治法の中央政府での主管機関を経済部から行政院衛生署へ移管して，環
境保護政策に関する権限を集約したいと経済部の次長が発言していた（1981年

11月5日の立法院内政，経済，交通合同委員会での答弁）。空気汚染防制法の第1次改
正案の審議と並行して，行政院衛生署環境保護局組織條例の審議が，1981年9
月22日から11月17日にかけて行われており，その過程でも環境保護政策を担当
する中央政府の機関を，行政院衛生署に設置する環境保護局に集約したい，その
ため水汚染防治法の改正でもそのように対応したいとの答弁が行われていた。行
政院衛生署への環境保護局の設置が決まっていた時期，遅くとも1981年後半には，
水汚染防治法の主管機関の経済部から行政院衛生署への移管は，行政院では既定
事項であった。

4-3　�他プログラムとの関係とこの時期の水質保全政策の全体像
　台北地区水源汚染改善計画は，水質保全に関して中央政府が取り組んだ最初の
執行計画であった。この計画は法的基盤，位置づけを変更されつつ11年にわた
って継続した。この計画と同時期，および終了後のほかのプロジェクトとの関係
をみながら，この計画の位置づけを確認すると同時に，この時期の水質保全政策
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の執行の全体像を示したい。
　すでに述べたように，台北地区水源汚染改善計画が1973年8月に開始して最
初の年度が終了した直後の1974年7月に，水汚染防治法が成立し公布され，こ
の計画における執行が法的な根拠をもつようになった。この計画の対象地域での
規制の執行は，水汚染管制区が1975年に設定された新店溪と，1976年に設定さ
れた基隆河の対象区域で，台北市政府，台湾省政府によって実施された。違反者
への科料の徴収などの処置は，その権限をもつ経済部工業局が行った。
　中央政府の行政院経済建設委員会が行った，国家経済建設計画の第7期六年計
画（1976年から1981年）の一部として，水質保全政策に関して「水汚染防治六年
計画」が実行された。水汚染防治六年計画は，主要な汚染源である鉱工業排水と
都市部の生活排水への対策を行う計画であった。鉱工業への取り締まりのほかに，
下水道の整備や工業区への集合排水処理設備の設置などの対策を行うものであっ
た。台北地区水源汚染改善計画も，この水汚染防治六年計画の鉱工業排水対策の
一部分に組み込まれた。
　水汚染防治六年計画には，台北地区水源汚染改善計画のほかには，当時の高雄
市と高雄県（2010年に合併して高雄市）で1975年9月から1977年6月まで行政院
衛生署が主導して行われていた「台湾地区工業公害防治計画」，台湾省内10の主
要河川などを対象とした台湾省政府による水汚染防治計画綜合期画，台北市の水
汚染防止と鉱工業の排水処理設備の改善と河川の水質検査，台湾地区全体での
79カ所の水質モニタリング・ステーションの整備などがあげられていた（経済部

水資源統一規劃委員会1978, 4-5）。台湾省政府は，1978年から1981年まで「水汚
染防治四年計画」も実施していた（國立中央大學土木工程學研究所［歐陽嶠暉］

1988, 3）。
　南部の高雄市と高雄県で，2年間にわたり行われた台湾地区工業公害防治計画
は，大気汚染対策，廃棄物管理を含む包括的な産業公害対策計画であり，水汚染
防治六年計画ではその水質保全の部分をとりあげて計画に組み入れていた。台湾
地区工業公害防治計画は，2年間という比較的短期間のプロジェクトであり，水
質汚濁対策を含む産業公害対策の執行計画であったが，規制の執行の準備として
の計画の立案，さらにそのために必要な実態調査に重点をおいていたとみられる
こと，地方政府の環境行政部門の訓練，人材育成に重点がおかれていたことなど，
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台北地区水源汚染改善計画とは異なる性格をもっていた19。
　水汚染防治六年計画においては，台北地区水源汚染改善計画によって期待され
る効果として，台北地区における水資源の清浄な運用と生活環境の維持があげら
れていた。この時点までに，水資源管理に加えて生活環境の保全が台北地区水源
汚染改善計画の主要な目的のひとつに加えられていたことがわかる。一方で，高
雄地区での台湾地区公害防治先駆計画については，期待される効果として環境衛
生の増進と人民の健康の維持があげられており，生活環境の保全以前に，健康被
害を防ぐ必要が検討されていたと考えられる。
　水汚染防治法に基づく規制が行われる水汚染管制区は，水汚染防治六年計画の
時点では，台北地区水源汚染改善計画の対象に含まれた新店溪，基隆河のほかに
は，中部の烏溪，南部の北港溪，朴子溪，後勁溪に設定されていた。新店溪と基
隆河のほかの水汚染管制区では，台湾省政府の台湾省水汚染防治所が規制を執行
した。
　台北地区水源汚染改善計画が開始された1973年当時，台湾省は台湾地区から
行政院直轄市である台北市を除いた地域であった。1979年7月からは，高雄市
も行政院直轄市となり，台湾省は台湾地区から台北市と高雄市を除いた地域とな
った。台湾省政府が管轄した台湾省には，多くの主要河川があったが，この時期
にはまだそれらの河川の多くには，水汚染管制区が設定されておらず，水汚染防
治法による規制の対象となっていなかった。

おわりに

　1974 年の水汚染防治法の資源管理制度としての主要な内容を，台北地区水源
汚染改善計画は先取りしていた。水汚染防治法は，この計画による取り組みを追

19　台湾地区工業公害防治計画については，公害防治先驅計劃專案小組（1976），行政院衛生署（1978），
荘進源（2012），荘（2013, 154-155）を参照。当時，行政院衛生署環境衛生處長だった荘進源は，
行政院秘書長（内閣官房長官に相当）の費驊から「中央政府で工業地区を選んで先駆的な公害防止業
務を実施し，地方政府の参考に供するように」という指示を受けて，この計画を立案，実施したと
述べている。計画には行政院衛生署のほか，経済部，台湾省政府，高雄市政府，高雄県政府が参加
した。
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認する性格をもっていた。1974年の水汚染防治法の制定は，台湾の水質保全政
策の重要な転換点であり，多くの文献資料や先行研究で，この時点を時期区分に
用いている。台北地区水源汚染改善計画を検討することにより，水汚染防治法の
制定以前から，水資源管理政策の一部としての水質保全政策の導入が構想されて
いたこと，また，その内容は水汚染防治法にほぼ踏襲されており，水汚染防治法
は台北地区水源汚染改善計画に法的根拠を与えるものであったことが明らかとな
った。特定の地域，流域を指定して規制を導入するという水汚染防治法の内容も，
日本の「水質二法」の影響を受けたものであるという指摘もあるが，台北地区水
源汚染改善計画のような重点地区から排水規制を導入するという方向性を，その
まま追認しているとみることもできる20。日本の水質二法との比較では，水質二
法が水域指定によって排出規制を開始するまでに，3年あまりを要したことと比
べて，水汚染防治法では新店溪に最初の水汚染管制区は速やかに設置されていた。
立法化以前に，必要な調査と準備が行われていたことがうかがえる。台北地区水
源汚染改善計画も，そうした事前の調査，準備のひとつであったと考えられる。
　一方，台北地区水源汚染改善計画の終了は，水汚染防治法の第1次改正による
主管機関の経済部から行政院衛生署への移管を受けたものであり，この計画がも
っていた水資源管理としての性格が，最重点の課題ではなくなり，環境政策の構
成要素としての水質保全政策としての位置づけが決定的になったことを意味して
いる。しかし，水質保全政策の重点の水資源管理から生活環境保全への転換につ
いても，1983年の水汚染防治法の第1次改正よりも前，1979年に行政院が策定
した台湾地区環境保護方案による計画の位置づけの変更により，あるいはそれ以
前の1976年に水汚染防治六年計画が開始された時点で，すでに終わっていた。
水汚染防治法の第1次改正は，その追認であったとみることができる。
　水汚染防治法には1974年の制定時から，水資源の清潔の確保につづいて生活
環境の保護，国民の健康の増進が第1条に目的として記されていた。1983年の
第1次改正で，主管機関が水資源開発を担当する水資源統一規劃委員会が所属す
る経済部から行政院衛生署に移管され，「生活環境」とは何かが定義された。台

20　1974年の水汚染防治法の立法過程で，立法委員により日本の水質二法について言及されていた。寺
尾（2015）を参照。日本の水質二法（1958年の「水質保全法」と「工場排水規制法」の総称）の制定
過程については，寺尾（2010）などがある。
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第2章　台湾における水質保全政策の「初期」執行計画について―台北地区水源汚染改善計画（1973-1984）を中心に―

北地区水源汚染改善計画においても，各年度の『工作報告』をみると，計画開始
年の1974年度版には，計画の目的として水資源の確保が記されていたが，生活
環境の保護についての記述はみられなかった。生活環境についての記載がみられ
たのは，1977年度版と1979年度版の『工作報告』であった。この「生活環境」
についての記載は，1976年から開始された国家経済建設六年計画の一部として
水汚染防治六年計画が開始され，その目的に水資源の確保に加えて生活環境の保
護が明記されたことと関係すると考えられる。生活環境の保護が水質保全政策の
目的として重視されるようになったという変化は，1983年の水汚染防治法第1
次改正よりもずっと以前，1974年の立法から数年後には起きていたと考えられる。
　水質の指標となる水生生物の調査は，魚類については流域の水質の等級づけの
ために1975年と1980年に行い，1981年11月からは調査対象を拡大して継続し
た。水生生物の調査は，水資源の確保という政策目的には必ずしも求められない
ものであり，一般的な生活環境の保護につながる内容であったと考えられる（『工

作報告』1984年度, 79）。
　資源管理政策の延長として水質保全政策を開始しようとしたことの限界として，
水質に関心を集中し，水質汚濁によって発生する被害に対する関心が十分に払わ
れていないことも指摘できる。この計画が開始された1970年代半ばには，政治
的自由が制限され，環境汚染による被害が発生していても，紛争として顕在化す
ることはほとんどなかった。しかし，計画が終了する1980年代初めからは時期
には，水質汚濁の発生源となった鉱工業と，被害を受けた農業，漁業などとの紛
争が各地で発生し，顕在化しつつあった。この計画の対象となった流域でも，水
質汚濁による農業や漁業などに対する被害は存在したはずであり，計画の終了直
前には紛争として顕在化した事例もあったかもしれないが，被害や紛争は計画の
視野に入っていなかったようにみえる。当時の水汚染防治法による対応は，水資
源の利用をめぐる産業間の調整としても十分ではなかった。政治的自由が制限さ
れ，人々の不満が顕在化しなかった状況で，中央政府によって導入された「上か
らの」資源・環境政策がもっていた限界と考えられる。
　台北地区水源汚染改善計画は，執行計画として限界があったことは明らかであ
る。しかし，重要な政策目的であった台北地区での飲料水の水源の保護について
は，一定の成果があったと考えられる。やや古いデータであるが，台湾の20の
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主要なダムの1996年の水質では，翡翠水庫はおおむね上位の水質を記録しており，
水質の富栄養化は軽度から中程度と，上水道の水源としての機能は保持されてい
た（歐陽嶠暉 1998, 202-203）。台北地区水源汚染改善計画にはさまざまな制約が
あり，その効果は限定的なものであった。それでも，並行して行われていたもの
も，終了後に引き継いだものも含めて，ほかのいくつもの政策プログラムとあわ
せてではあるが，翡翠水庫の水源を開発から守り，台北地区の上水道の水源を守
るという最低限の目的は果たしたと結論づけることは可能であろう。以上のよう
な作業と考察により，台北地区水源汚染改善計画は，1974年の水汚染防治法の
制定から1987年の行政院環境保護署設立までの水質保全政策の研究の空白を埋
めて，その実態を知るために，重要な事例であったことは確認できたと考える。

〔参考文献〕

〈日本語文献〉
植田和弘・陳禮俊 2006.「台湾―循環型社会の構築に向けてのチャレンジ―」日本環境会議／「ア

ジア環境白書」編集委員会編『アジア環境白書2006/07』東洋経済旬報社 215-219. 

佐藤幸人 2007.『台湾ハイテク産業の生成と発展』（アジア経済研究所叢書3）岩波書店. 

荘進源 2013.『台湾の環境行政を切り開いた元日本人―荘進源回顧録―』まどか出版. 

陳禮俊 1999.「台湾における環境社会の変化―自力救済と公害紛争を中心に―」『東亜経済研究』
58（2）: 65-95. 

寺尾忠能 1993.「台湾―産業公害の政治経済学―」小島麗逸・藤崎成昭編『開発と環境―東アジ
アの経験―』アジア経済研究所 139-199. 

― 2001.「台湾―抑圧の対象から『台湾化』の担い手へ―」重冨真一編『アジアの国家と
NGO―15 ヵ国の比較研究―』明石書店 330-353. 

― 2010.「資源利用をめぐる産業間の利害調整としての水質保全政策―日本における『水質
二法』の成立過程を中心に―」未公刊. 

― 2013.「台湾における環境影響評価制度の形成とその政治問題化」寺尾忠能編『環境政策
の形成過程―「開発と環境」の視点から―』アジア経済研究所 99-127.

― 2015.「台湾における水質保全政策の形成過程―1974年水汚染防治法を中心に―」 寺尾忠
能編『「後発性」のポリティクス―資源・環境政策の形成過程―』アジア経済研究所 

121-152.

若林正丈 1997a.『蒋経国と李登輝―「大陸国家」からの離陸？―』（現代アジアの肖像5）岩波書
店. 

― 1997b.『台湾の台湾語人･中国語人･日本語人―台湾人の夢と現実―』（朝日選書580）朝日

21-02-132_05_第02章.indd   7221-02-132_05_第02章.indd   72 2021/03/29   10:14:402021/03/29   10:14:40



73

第2章　台湾における水質保全政策の「初期」執行計画について―台北地区水源汚染改善計画（1973-1984）を中心に―

新聞社. 

〈英語文献〉
Tang, Shui-yan and Ching-ping Tang 1997.“Democratization and Environmental Politics in Taiwan.” 

Asian Survey, 37（3）: 281-294.

Terao, Tadayoshi 2002a. “Taiwan: From subjects of oppression to the instruments of ʻTaiwanizationʼ.” In 

The State and NGOs: Perspective from Asia, edited by Shinichi Shigetomi, Singapore: Institute 

of Southeast Asian Studies. 

Terao, Tadayoshi 2002b. “An Institutional Analysis of Environmental Pollution Disputes in Taiwan: Case 

ofʻ Self-Reliefʼ.” Developing Economies, 40（3）: 284-304.

〈中国語文献〉
郭振泰等1994.『我國水資源管理機關組織與職掌之研究』台北: 行政院研究發展考核委員會. 

國立中央大學土木工程學研究所［歐陽嶠暉］ 1988.『水質保護政策與執行評析』台北，行政院環境
保護署. 

― 1991.『水質保護問題與策略』台北，行政院環境保護署. 

何明修 2006.『綠色民主―台灣環境運動的研究―』台北，群學出版. 

公害防治先驅計劃專案小組 1976.『公害防治先驅計劃中間報告書』台北，公害防治先驅計劃專案
小組. 

經濟部水資源統一規劃委員會 各年度版.『台北地區水源汚染改善計画 工作報告』台北，經濟部水
資源統一規劃委員會. 

經濟部水資源統一規劃委員會 1978.『台灣水汚染防治』台北，經濟部水資源統一規劃委員會.

劉翠溶 2009.「近二十年來（1986-2006） 臺灣河川汚染的防治」黃富三編『海，河與臺灣聚楽變遷
―比較觀點―』台北，中央研究院台灣史研究所 229-289. 

呂理德等編 2011.『中華民國重大環境事件彙編』台北，行政院環境保護署. 

歐陽嶠暉 1998.「水環境問題檢討與政策」 歐陽嶠暉・黃勉善編『新世紀環境保護政策（厚生白皮
書－環境保護篇）』台北，財團法人厚生基金會 197-213. 

台灣省文獻委員會採集組編 2001.『臺灣地區水資源史』台中県南投市，台灣省文獻委員會. 

行政院環境保護署編 2012.『行政院環境保護署水質保護處25年紀實』台北，行政院環境保護署．
行政院衛生署 1978.『公害防治先驅計劃工作報告』台北，行政院衛生署.

行政院主計處編 1975.『中華民國臺灣地區個人所得分配調査報告 中華民國六十三年』台北，行政
院主計處.

楊憲宏 1987.『受傷的土地―一個記者的公害現場觀察筆記―』台北，圓神出版社. 

姚祥瑞 2018.『臺灣水庫治理―翡翠水庫的經驗―』台北，蘭臺出版社. 

周萬來 2008.『議案審議―立法院運作實況―（第3版）』台北，五南圖書出版.

荘進源 2012.『荘進源回憶錄』台北，前衛出版社. 

21-02-132_05_第02章.indd   7321-02-132_05_第02章.indd   73 2021/03/29   10:14:402021/03/29   10:14:40



74　白

21-02-132_05_第02章.indd   7421-02-132_05_第02章.indd   74 2021/03/29   10:14:402021/03/29   10:14:40




